
（配布先）                            事務連絡(環)25-15 

施工担当部署長・建設所長                   令和 7年 9月 26日 

副部長・副所長・統括工事長 

安全長・安全主任  

取引業者災害防止協議会  

関 西 支 店 

安全環境部長 

 

廃棄物処理委託における適正支払いの徹底について（要請） 

 

 

示達本（安環環）25-01で通知されたとおり、当社では廃棄物の収集運搬又は処分を

委託する場合には、委託する業者（以下「委託先業者」という。）と当社との二社間で

契約を締結し、費用は当社から委託先業者へ直接支払うこととしています。 

この度、過年度の解体工事において、廃棄物の処理委託契約自体は当社と委託先業者

で締結されていたものの、収集運搬及び処分費用が解体工事業者経由で支払われていた

事案（別紙参照）が確認されました。 

当該事案においては、廃棄物の処理自体は適切に行われていたため廃棄物処理法違反

にはなりませんでしたが、他社事例では、排出事業者と委託先業者との間に第三者が介

在したことで不適正処理につながった事案が報道されています。また、行政からも廃棄

物処理法第３条（排出事業者の責務）の観点から、排出事業者と委託先業者との間に第

三者が介在することは、不適正処理につながるおそれがあるので注意するよう通知され

ています。 

つきましては、廃棄物処理における排出事業者責任を重く受け止め、廃棄物処理委託

において、契約を締結した二社間での直接費用支払いを徹底するよう要請します。 

 

以上、部署にて周知願います。 

 

 

※この事務連絡は、事務連絡25-11（令和7年9月19）安全環境本部 環境部長名に 

基づき作成しました。 



＜本来の契約と支払いの流れ＞ 

 

 

 

 

 

＜今回の事案における契約と不適正な支払いの流れ＞ 
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（配布先）                         示達本(安環環)25-01 

関係部門長・支店長                       令和 7 年 9 月 19 日 

部門建設副産物総括責任者 

 

 

安 全 環 境 本 部 長  

 

 

廃棄物処理委託における適正支払いの徹底について（通知） 

 

 

昨今の廃棄物処理に関する行政の動向等を勘案し、作業所が建設廃棄物の収集運搬又

は処分を業者（以下「委託先業者」という。）に委託する場合の取扱いについて、改め

て下記のとおりとすることにしたので通知する。 

なお、本示達をもって、『示達本（安環環）04-06』及び『示達本（安環環）04-07』

は廃止とする。 

また、今後の廃棄物処理委託の取扱いについては、別途、環境部長名で発行する事務

連絡を確認すること。 

 

記 

 

廃棄物の収集運搬又は処分にあたっては、委託先業者と当社との二社間で契約を締結し

た上で、マニフェストに基づく実数量から費用を算出し、当社から委託先業者へ直

接支払いを行うよう徹底すること。 

 

以 上 
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